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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地
方
税
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
︑

﹁
江
東
区
特
別
区
税
条
例
﹂
等
の
一

部
を
改
正
い
た
し
ま
し
た
︒

主
な
改
正
内
容

○
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
見
直
し
に

伴
い
︑
特
例
控
除
を
受
け
ら
れ
る

対
象
を
総
務
省
が
指
定
し
た
地
方

団
体
に
限
定
す
る
︒

○
消
費
税
率
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が
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さ
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る
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宅
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得
等
に
つ
い
て
︑
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
適
用
期
間
を

年
間
に
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延
長
す
る
︒

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

お
り
︑
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

�
�
�
万
円
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あ
る
ひ
と
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親
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対
し
︑
個
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民
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課

税
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︵
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�
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よ
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︒
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を
取
得
し
た
場
合
︑
軽
自
動
車
税

環
境
性
能
割
の
税
率
を
�
％
軽
減

す
る
︒

○
軽
自
動
車
税
グ
リ
ー
ン
化
特
例

︵
軽
課
︶
の
適
用
期
限
を
�
年
間

延
長
︵
令
和
�
年
度
分
ま
で
︶
︒

ま
た
︑
令
和
�
年
度
分
お
よ
び
令

和
�
年
度
分
に
つ
い
て
︑
適
用
対

象
を
電
気
自
動
車
等
に
限
定
す
る
︒

ふ
る
さ
と
納
税
募
集
中

江
東
区
は
︑
総
務
省
の
指
定
団
体

と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
︒
区
へ
の

寄
附
は
︑
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
よ

り
引
き
続
き
特
例
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
︒

今
年
度
も
次
の
�
つ
の
活
用
事
業

へ
の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

﹇
寄
附
金
活
用
事
業
﹈

○
無
料
学
習
支
援
教
室
の
た
め
に

経
済
的
事
情
に
よ
り
塾
に
通
え
な

い
こ
ど
も
た
ち
に
対
し
て
︑
無
料
学

習
支
援
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
︒

○
が
ん
に
な
っ
て
も
�
生
き
が
い
	

を
持
つ
た
め
に

﹁
夜
間
相
談
事
業
﹂
に
充
て
︑
少

し
で
も
ほ
っ
と
し
た
時
間
を
過
ご
し

て
も
ら
え
る
た
め
に
活
用
し
ま
す
︒

○
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め

に
﹁
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
こ

う
と
う
﹂
の
開
催
経
費
に
活
用
し
ま

す
︒前

記
事
業
以
外
の
目
的
で
寄
附
を

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
︒
区
の
施
策

へ
ご
賛
同
い
た
だ
け
る
皆
さ
ん
か
ら

の
寄
附
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
︒

手
続
き
の
詳
細
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒
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税
制
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・
寄
附
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続
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﹈
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当
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ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

︵
以
下
○親
︶
は
︑
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
準
拠
し

て
自
己
負
担
上
限
額
を
設
定
し
て
お

り
ま
す
︒
こ
の
た
め
︑
同
法
施
行
令

の
改
正
に
伴
い
︑
○親
の
自
己
負
担
上

限
額
が
下
表
の
と
お
り
に
変
わ
り
ま

す
︒

※
医
療
証
の
更
新
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

現
在
お
持
ち
の
医
療
証
は
有
効
期
間

満
了
ま
で
そ
の
ま
ま
お
使
い
い
た
だ

け
ま
す
︒

▢問
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給
付
係
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消
費
税
率
の
引
上
げ
が
住
民
税
非

課
税
者
・
子
育
て
世
帯
︵
�
～
�
歳

児
︶
の
消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩
和

す
る
と
と
も
に
︑
地
域
に
お
け
る
消

費
を
喚
起
・
下
支
え
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
︑
区
内
加
盟
店
で
利
用
で

き
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
の
商
品
券
を
発

行
し
ま
す
︒
詳
細
は
︑
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

︵

▢
h
ttp
s:/
/
w
w
w
.0
2
p
re
m
i

HP
u
m
.g
o
.jp
/
︶
︑
申
請
書
等
に
同
封
す

る
チ
ラ
シ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

▢人
下
表
の
と
お
り

﹇
購
入
方
法
﹈
購
入
引
換
券
と
身
分
証

明
書
等
を
も
っ
て
︑
区
内
の
販
売
窓

口
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
︒
販
売
場

所
等
詳
細
は
購
入
引
換
券
に
同
封
さ

れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

※
購
入
引
換
券
の
再
発
行
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
︑
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
概
要

﹇
商
品
券
名
﹈
Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
お
買
い
物
応

援
券﹇
販
売
価
格
﹈�
セ
ッ
ト
�
︑�

�
�
円
︵
�
�
�
円
券
×

枚
︶
※

10

�
人
�
セ
ッ
ト
ま
で﹇
販
売
期
間
﹈�

月

日
︵
水
︶
～
令
和
�
年
�
月

25

31

日
︵
金
︶﹇
使
用
期
間
﹈

月
�
日
︵
火
︶

10

～
令
和
�
年
�
月

日
︵
土
︶

29

商
品
券
販
売
を
装
っ
た
振
り
込

め
詐
欺
等
に
ご
注
意
を
！

区
職
員
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
︵
現
金
自
動
預

払
機
︶
の
操
作
を
お
願
い
し
た
り
︑

自
宅
へ
販
売
に
伺
っ
た
り
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
︒
区
職
員
等
を
名
乗

っ
て
︑
自
宅
へ
の
訪
問
や
不
審
な
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
迷
わ
ず

最
寄
り
の
警
察
署
︑
ま
た
は
警
察
相

談
電
話
︵
＃
�
�
�
�
︶
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
︒

相
談
窓
口
を
設
置

区
役
所
�
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー

ル
に
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
︒
申

請
書
の
記
入
方
法
等
の
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
︒

※
申
請
書
の
受
け
取
り
は
で
き
ま
せ

ん
︒

※
開
設
当
初
�
週
間
程
度
は
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
︒

※
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
の
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
︒

﹇
開
設
期
間
﹈�
月

日
︵
水
︶
～
�

31

月

日
︵
金
︶
※
月
～
金
曜
︵
祝
日

30
を
除
く
︶
の
午
前
�
時
～
午
後
�
時

▢問
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
江
東
区

専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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︵
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午

前
�
時
～
午
後
�
時

[注意事項]
○ごみの持ち帰りにご協力ください○大会開始直前

や花火打ち上げ中は大変混雑します。ご迷惑をお掛

けしますが、ご了承ください○高潮堤防地震対策工

事のため、使用できない階段および通路、段差があ

る場所などがあります。また、花火大会終了後、会

場から退場する一部の出口は、混雑緩和と安全確保

のため、一時的に封鎖をする場合があります。入退

場される際は必ず係員の誘導に従ってください。

[禁止事項]
○前日までの場所取りおよび石やペグ、杭、スプレー

等を使用しての河川敷を傷つける行為、花火大会運

営上の妨げとなるような場所取り(実行委員会で撤

去する場合がありますので、あらかじめご了承くだ

さい)○小型無人飛行機(ドローン等)を飛行させる

行為○露店の出店、物品の販売や配布等の営業行為

▢問 地域振興課区民交流担当☎3647-4963、℻3647-

8441

18,000円／月

※1 年間上限の期間は毎年8／1から翌年7／31まで
※2 個人の外来と入院の自己負担額の合算額または世帯全体の自
己負担額の合算額が57,600円となった月数が、当該療養のあっ
た月以前の12か月以内で3回以上あった場合、4回目以降は｢多
数回｣に該当

8月診療分以降7月診療分まで

自己負担なし(変更なし)
住民税非課税
世帯

通院
1割住民税課税

世帯

負担
割合

57,600円／月
(多数回(※2)は44,400円／月)(変更なし)

入院等
1割

一人あたりの年間上限(※1)は144,000円

14,000円／月

自己負担上限額

11／30(土)

消印有効

申請期限

※1 購入を希望する場合は申請書の返信が必要です。申請書を審査し

たうえで、9月上旬以降購入引換券をお送りします。

購入

引換券

平成28年4／2〜令和元

年9／30生まれの子がい

る世帯

子育て

世帯

申請書

※1

平成31年度住民税非課

税者(住民税課税者と

生計を同一する配偶者

・扶養親族、生活保護

受給者等を除く)

非課税

送付物対象要件対象

9月上旬以降

7月下旬(1／1現

在、住民登録の

ある自治体から

申請書等が送付

されます)

送付時期

子育て世帯は

申請の必要は

ありません

6／14に有明一丁目で発見された不発弾の処理作業を実施します。
これに伴い、交通規制等を実施しますので、ご協力をお願いします。
[規制実施日時]7／28(日)8：30〜(※)13：00ごろ(※13：00を過ぎても
処理作業終了まで規制は継続します)。予備日：7／31(水)同時刻
[交通規制範囲]下図のとおり[規制時間中の注意点]○警戒区域内に
は立ち入ることができません○都営バス(海01)・(波01出入)・(陽12
-3)の一部が迂回ルートになります(区内の停留所に変更はありませ
ん)○ドローンなどが警戒区域上空を飛行している場合、作業中止
など、重大な影響を及ぼしますので、飛行自粛にご協力願います[そ
の他]処理作業の終了は、区ホームページ、こうとう安全安心メール、
防災関連情報ツイッター等を通じてお知らせします。

▢問 危機管理課危機管理係☎3647-9382、℻3647-9651

不発弾処理作業のため
交通規制等にご協力を

7｜28(日)




